
 
 

 
 

国語課題小委員会（２１期）における審議内容について（案） 

 
Ⅰ 今期の審議事項 

  国語分科会で今後取り組むべき国語施策に関する課題について 

    「国語分科会で今後取り組むべき課題について（報告）」（平成25年）と同様に、国語施策における今

後の検討課題を洗い出す。（必要に応じて来期も継続） 
 

Ⅱ スケジュール  ※日程等は状況によって変更する場合もある。 
 

日程 国語課題小委員会 文化審議会・国語分科会 

令和３年 

４月 

１ 国語課題小委員会 (第 42 回) 【本日・ウェブ会議】 

① 主査・副主査の選出について 

② 国語課題小委員会の会議の公開について 

文化審議会 

国語分科会 

５月 委員へのアンケートの実施及び整理 
 

６月 

２ 国語課題小委員会(第 43 回) 【6/8（火）10～】 

今後取り組むべき国語施策に関する課題について 
（事務局説明・アンケート結果に基づく意見交換） 

 

７月 

３ 国語課題小委員会(第 44 回) 【7/30（金）13～】 

今後取り組むべき国語施策に関する課題について 
（委員からのヒアリング及び意見交換） 

 

８月   

９月 

４ 国語課題小委員会(第 45 回) 【9/17（金）13～】 

今後取り組むべき国語施策に関する課題について 

（委員からのヒアリング及び意見交換） 

 

１０～１１月 

５ 国語課題小委員会(第 46 回)  

① 今後取り組むべき国語施策に関する課題について 
  （委員からのヒアリング及び意見交換） 

② 国語分科会での報告内容について 

 

国語分科会 

文化審議会 

１２月 

６ 国語課題小委員会(第 47 回)  

今後取り組むべき国語施策に関する課題について 
（委員からのヒアリング及び意見交換） 

 

令和４年１月 

７ 国語課題小委員会(第 48 回)  

今後取り組むべき国語施策に関する課題について 
（委員・有識者からのヒアリング及び意見交換） 

 

２月～３月 
８ 国語課題小委員会(第 49 回)  

国語分科会での報告内容について 

 

国語分科会 

文化審議会 

 

参考資料５ 

国語課題小委（R3.6.8） 

必要に応じて、主査打合せ会を設置 


